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「ヤング」だけでは終わらない。

労働問題としての「若者ケアラー」
「ウソつき」と取り合ってもらえなかった

神戸市で４年前、２２歳の幼稚園教諭の女性が介護

していた認知症の祖母を殺害する事件が起きました。

報道によれば女性は祖母の介護をほぼ１人で担って

いたそうです。１～２時間おきにトイレに連れて行き、

排泄のあとシャワーを浴びさせ、さらに深夜の散歩に

も付き添いました。そのため女性は１日２時間ほどし

か眠れなかったそうです。

▲毎日新聞 2020.10.28

一方、就職したばかりの幼稚園では仕事に慣れず、

上司や同僚に怒られてばかりでした。

肉体的にも精神的にも追い詰められた女性は、ある

日祖母から「あんたがおるから生きていても楽しくな

い！」と、認知症ゆえの罵声を浴びせられます。

いくら謝っても許してもらえず、とっさに「おばち

ゃん、もう黙って！」と口を押えたタオルで祖母を窒

息死させてしまうのです‥‥

この悲しい事件の記事の中に、私がどても気になっ

た箇所がありました。それは職場でのこんな場面です。

職場で介護の話をしても、「ウソつき」と取り

合ってもらえなかったという。

「２２歳の孫が祖母を介護している」と話しても、

「ウソ」としか思ってもらえなかったというのです。

誰からも助けてもらえず、一方、職場では「ウソつ

き」と言われた‥‥。女性の孤独と絶望はどれほどの

ものだったでしょう。

この言葉が女性を介護殺人へと追い込んだひとつの

要因だったのではないかと、私には思えてなりません。

逆に言えば、上司や同僚が女性の言葉を彼女の「ＳＯ

Ｓ」と受け止め、支えてくれていたなら、この悲劇は

防げていたのではないでしょうか。

でも、この幼稚園のような反応はどの職場でも普通

のことなのかもしれません。私たちは介護やケアと言

えば、中高年以降の課題と思ってはいないでしょうか。

職場にいる新採用間もない２０代の若者が介護やケア

を担っているとは、誰も思わないのが普通でしょう。

「若者ケアラー」

いまようやく「ヤングケアラー」の存在が広く知ら

れるようになってきました。しかし、一般的なヤング

ケアラーのイメージは「ケアを担う小学生や中学・高

校生」ではないでしょうか。

ですが、その介護やケアは１８歳を過ぎれば終わる

わけではありません。大学生や社会人になっても介護

やケアが続くこともあります。１８歳を過ぎてから介

護が始まる場合もあるでしょう。

介護者や研究者などでつくる一般社団法人日本ケア

ラー連盟は、介護やケアを担っている１８歳からおお

むね３０歳代の若者を「若者ケアラー」と呼んでいま

す。ケアの内容は子どもと同じですが、そのケア責任

はより重くなることもあります。

しかし「若者ケアラー」の存在はまだあまり知られ

ていないた

め、神戸の

事件のよう

に職場で理

解してもら

えない場合

も少なくありません。

また介護によって大学を休学したり職歴に空白が生

じたとしても、そのことは採用面接でマイナスに働く



ことはあっても、その努力を評価をしてもらえること

はまずないでしょう。

厚生労働省の全国調査では「中・高生のおよそ２０

人に１人がヤングケアラー」という結果が出ています。

だとすれば、職場にいる若手の２０人に１人が「若者

ケアラー」だったとしても不思議ではありません。

ですが、私たちの社会ではまだそのような認識は育

っていないのです。

「若者ケアラー」が生まれる背景

ヤングケアラーや若者ケアラーが生まれる背景には

社会構造の変化があります。

昭和の時代には、夫が働き妻が家事や介護を担うと

いう「専業主婦」モデルが主流でした。しかしこの構

造は２０００年代に入る頃から逆転しはじめ、現在で

は勤労世帯の２／３は共働き世帯です。

総務省が発表した平成２９年度就業構造調査でも、

介護をしている人の５

５．２％が働きながら

介護をしていました。

では、共働き世帯で

介護やケアが必要にな

った場合にはどうすれ

ば良いのでしょう。

ケアのために介護離

職をすれば、たちまち

生活は苦しくなります。そうしないためには、子ども

を含めた家族全員が少しずつ介護の役割を分担せざる

を得ません。

「介護保険は使えないのか？」と思われるかもしれ

ませんが、今から２０年前に作られた介護保険制度は

介護の担い手を専業主婦と想定しており、今日のよう

な事態には必ずしも対応できていないのです。一方、

当初めざしたはずの「介護の社会化」はいっこうに進

んでいません。

このような社会の変化がヤングケアラーや若者ケア

ラーが顕在化するようになった一因なのです。

▲令和元年度男女共同参画白書より

▲総務省就業構造基本調査より

職場の労働問題として

ヤングケアラーの何が“問題”なのかと言えば、学

齢期の子どもの学習に支障が出たり、子どもらしい生

活を送れなくなることでした。

一方若者ケアラーの直面する“問題”は仕事とケア

の両立の困難や職場での孤立などです。その意味では

若者ケアラーは福祉の課題でもあると同時に、「労働

問題」でもあるはずです。

しかし、まだ経験も少ない若者が職場で自分から声

をあげることは非常に困難です。ぜひ若者ケアラーに

ついても啓発を進め、企業や事業所、大学など周囲の

理解を広めていかなければなりません。

一昨年、労働教育センターが発行する季刊誌「女も

男も」で「ヤングケアラー」を特集してくれました。

私も編集部からインタビューを受けたのですが、その

際つぎのようにお話しさせていただきました。

‥‥ヤングケアラー問題は労働問題であるという

認識を持ち、とりくんでいくことです。介護保険

制度ができてから２０年が経ちました。この制度

ができた頃と比べると、家族のあり方も働き方も

大きく変わっています。いい悪いは別にして、男

も女も皆がケアを担わなければならない時代が来

ているのです。その中で見えてきたのが、ひとつ

は性別役割分業の問題、もうひとつはいかに日本

の介護休業制度が貧弱かということ。

‥‥今こそ労働運動の課題としてとりくんでいか

なければならないと感じています。

（「女も男も」No138号より）

行政機関と並んで私が若者ケアラー支援の役割を期

待しているもののひとつに、労働組合があります。

ヤングケアラーの声に耳を傾け支えるのが学校だと

すれば、若者ケアラーの声を代弁して労働条件の改善

に取り組むことができるのは労働組合です。

神奈川県下で最大の労働団体である連合神奈川は、

２０２３年度の重点政策の中に「若者ケアラーについ

ての実態調査と支援」を掲げてくれました。

今後は

各単組で

も調査を

行い、職

場の実態

をふまえ

た取り組みを進めてほしいと願っています。

ヤングケアラーはヤングだけでは終わらないのです。


